
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例

第
三
十
五
号
）
（
障
害
者
福
祉
推
進
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

埼
玉
県
総
合
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
新
た
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及 

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
）

に
規
定
す
る
就
労
定
着
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
た

め
の
改
正 

二 

内
容 

 

㈠ 

障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
就
労
定
着
支
援
を
行
う
た
め
の
規
定 

の
整
備 

 

㈡ 

就
労
定
着
支
援
の
使
用
料
の
額
を
定
め
る
規
定
の
整
備 

 

㈢ 

そ
の
他
の
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日 

 


